
■問い合わせ／上下水道局　☎０８８-８６３-１２３４

■送付先・問い合わせ／ 783-0091　南国市立田 405　生涯学習課文化財係
　　　　　　　　　　　 ☎ 0 8 8 - 8 0 2 - 6 0 6 2　Fax 0 8 8 - 8 0 2 - 6 0 6 3

■ 募集対象／太平洋戦争にまつわる遺品・品物
■ 募集期間／7月1日㈫～ 8月29日㈮　平日8：30～17：15
■ 注意事項
　・応募された遺品・品物は専門家を交えて検討の上、展示の有無を決めます。
　・お借りした遺品・品物は展示終了後返却します。
　・遺品・品物をお借りする場合のお礼金はありません。
　・遺品・品物は細心の注意を払って取り扱います。

　今年、 2025年は戦後80年の節目の年になり、10～11月頃に南国市として初めての戦争企画展を開催す
る予定です。今回の展示では、皆さまがお持ちの太平洋戦争にまつわる遺品・品物も展示したいと考えてい
ます。戦後80年の特別な機会に一緒に展示を作れたらと思いますので、ご協力をお願いします。
　ご自宅に太平洋戦争にまつわる遺品・品物がおありの方、「もしかしたらそうかも？これはどうなの？」など確
信が持てない方、まずは一度ご連絡ください。皆さまからのご連絡をお待ちしています。

　南国市では、中心市街地と緑ケ丘地区で公共
下水道事業を、浜改田・国府・久礼田地区で農
業集落排水事業を行っています。
　現在、計画に従って下水道管を整備していま
すが、この事業も皆さまが接続して利用しなけ
ればその目的を達成することができません。
　快適で住みよい生活環境を守るため、整備済
み地区の皆さまには１日でも早い接続をお願いし
ます。

　使用者人数に応じた認定水量により使用料が課せ
られますので、人数に増減が生じたときは、速やかに
ご連絡ください。
　使用者人数による認定水量は下表のとおりですの
で、使用者人数の確認をお願いします。

上下水道局からのお知らせ

戦争企画展の展示品を募集します戦後80年

隊員が持っていた御守 戦地に赴く隊員への寄せ書き 戦時中に使用された容器

企画展の詳細は
こちら

農業集落排水施設をご利用の
浜改田・国府・久礼田地区の皆さまへ

下水道への接続をお願いします
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使用者人数(人) 認定水量(㎥) 使用料(円)

■申し込み・問い合わせ／農業委員会事務局　☎0 8 8 - 8 8 0 - 6 5 7 3

農業委員・農地利用最適化推進委員農業委員・農地利用最適化推進委員
農地を守り、農業を未来に！農地を守り、農業を未来に！

個人や法人・団体からの推薦や一般募集

17名19名

各月1回開催の定例総会への出席、必要に応じて現地確認、地域計画座談会への参画など

7月1日㈫～31日㈭
選任された日～令和10年11月16日令和7年11月17日～令和10年11月16日

委　員　25,000円

募集

農地利用最適化推進委員農業委員項　　目

募集方法
募集人員

職　　務

資　　格

応募方法

募集期間
任　　期

報　　酬
（月額）

選任方法

その他

農地などの利用の最適化推進に関する事項
（活動目標値が設定されています）
農業委員会の所掌に属する事項

農業委員の定数の過半は、認定農業者などで
なければなりません。
※認定農業者など：認定農業者、認定農業者
の家族でその事業に従事している者、認定
就農者など

（1）農業委員と農地利用最適化推進委員を同時に推薦・応募できます。（兼務はできません）
（2）身分は非常勤の特別職公務員となり、業務には守秘義務が生じます。

推薦者は市の定める推薦書を、応募者は市の定める応募申込書を提出
してください。推薦書・応募用紙は農業委員会事務局に備えており、
市のホームページからも取得できます。

会　長　55,000円
副会長　35,000円
委　員　25,000円

選任予定日において、次のすべてに該当すること
（1）農業委員会法第8条第4項※に該当しないこと

※①破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
　②拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることが
なくなるまでの者
（禁錮に処せられた者は拘禁に処せられた者とみなす）

（2）公租公課使用料などに滞納がないこと

区域内の農地などの利用の最適化推進活動
（活動目標値が設定されています）

受付期間終了後に農業委員会で候補者の
審査を行い、委嘱します。

南国市を13区域に分け、各区域から1～
3名を委嘱します。
詳しくはホームページをご覧いただくか
お問い合わせください。

受付期間終了後に候補者の審査を行い、議会の
同意を得て市長が任命します。
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